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　ご存じのとおり、関税法では、麻薬、銃器などと
並べて、知的財産権を侵害する貨物を「輸入しては
ならない貨物」と定め（関税法69条の11。なお、輸
出してはならない貨物については同法69条の２が定
めています。）、そのような貨物を取締の対象として
います。知的財産権の取締というと、その歴史はあ
まり古くはないように思ってしまいますが、我が国

では、明示30年頃には、「特許意匠商標版権ニ関ス
ル帝国ノ法律ニ違反シタル物品」を輸入禁制品とし
ていたとのことですから、この制度には実に120年
近い歴史があるようです。
　現在、輸入が禁止されている知的財産権に関する
ものとしては、特許権、実用新案権、意匠権、商標
権、著作権、著作隣接権、又は育成者権を侵害する
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物品、不正競争防止法２条第１項〜３号、第10号〜
第12号に掲げる行為を組成する物品が挙げられてい
ます（関税法69条の11第１項９号及び10号）。なお、
回路配線利用権については、通達によって「輸入差
止情報提供」が認められています。
　今回は、そのような税関での取締制度の中におけ
る輸入差止申立制度（特に特許権に基づく輸入差止
申立制度）の基本的な事項について、裁判所におけ
る差止請求と比較しながら、考えてみたいと思いま
す。

１．輸入差止申立及び認定手続とは
　税関には輸入貨物の取締を行う権限がありますか
ら、税関自らの判断で知的財産権を侵害する物品の
輸入を禁止することも可能です（職権取締）。しか
しながら、銃器のように貨物の外形からその内容が
明らかな物品であればともかく、ある貨物が知的財
産権、とりわけ、特許権の侵害品に当たるかどうか
を税関のみの判断で確認することは極めて困難とい
えます。
　そこで、知的財産権に基づく輸入差止については、
権利者が税関に対し、自己の権利を侵害すると認め
られる貨物が輸入されようとするときには認定手続
を行うよう申し立てをし、これが受理された後に認
定手続が開始されることが一般的です。このような
申立を「輸入差止申立」といい、税関が輸入されよ
うとする貨物に知的財産権を侵害する疑いのある物
品を発見した場合に、当該物品が知的財産権侵害物
品に該当するか否かを認定する手続きを「認定手続
き」といいます。

２．輸入差止申立
（１）はじめに

知的財産権に基づく輸入差止申立は税関に対す
る行政手続であり、知的財産権に基づく差止請求
訴訟（以下、単に「差止請求訴訟」といいます。）
は裁判所に対する司法手続ですから、両者は基本
的な性格を異にする制度ではありますが、上記の
とおり、輸入差止申立とは、自己の権利を侵害す
ると認められる貨物が輸入されようとするときに、
権利者が税関に対し、その輸入の差止を求めるも
のですから、差止を求めるという点で、裁判所に
おける差止請求訴訟（以下では、特に断らない限
り特許権を念頭に記載します。）に対応するところ
があります。

そこで、以下では、知的財産権（とりわけ特
許権）に基づく輸入差止申立について、差止請求
訴訟と比較しながら、その内容を紹介していきま 
す。

（２）申立
ア　費用

輸入差止申立では手数料等の費用はかかりま
せん。一方、差止請求訴訟では、裁判所が定め
た額の印紙が必要となり（その詳細は、東京地
裁知財部のウエブサイト（http://www.courts.
go.jp/tokyo/saiban/sinri/ip/index.html）などを
参照。）、売上や利益額が大きな製品を差止しよ
うとすると、それなりの費用がかかります。し
たがって、この点では輸入差止の利便性は高い
といえます。

イ　申立の要件
（ア）輸入差止申立の要件は関税法69条の13に

よりますが、これをわかりやすくいえば、①
権利者であること、②権利の存在、③侵害の
事実、④侵害の事実の疎明、及び⑤税関で識
別できること、となります。

（イ）①及び②については、特許原簿と特許公
報などで疎明することになります。ここでい
う権利者には特許権者のみならず、専用実施
権者も含まれます。この要件については、差
止請求訴訟も同様です。

なお、②に関係して、権利の有効性（無効
理由の有無）の判断という問題がありますが、
この点は後述します。

（ウ）③については、現に侵害品が輸入されて
いるだけではなく、輸入されることが見込ま
れる場合も含まれます。この点は差止請求訴
訟が現に実施されている場合のみならず、実
施される（侵害される）おそれがある場合に
も認められることと同様です。

また、③を充足するためには、並行輸入
や国内消尽、さらには無効理由がないことと
いったことも必要となり、次に述べる申立書
の書式には、「（２）平行輸入に関する参考事
項」とし、外国における権利設定状況、外国
の権利者との関係、外国において製造されて
いる真正商品の特徴（輸入価格（FOB価格）
を含む）、外国における権利の許諾関係、そ
の他の事項（ライセンス契約の内容、ライセ


